
 
 

事 務 連 絡 
令和７年６月２３日 

 
 
 
 管内旅客自動車運送事業者 各位 
 
 
 

宮城運輸支局長   
（ 公印省略 ）    

 
 
 

運転経歴情報記録個人番号カードの活用促進について 
 
 
標記について、令和７年６月１６日付けで自動車交通部長から通知があったので、

了知願います。 





事 務 連 絡 

令和７年６月 12日 

 

各地方運輸局 自動車交通部長 殿 

沖縄総合事務局  運輸部長 殿 

 

物流・自動車局 旅客課長 

 

運転経歴情報記録個人番号カードの活用促進について（依頼） 

 

令和４年４月 27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律（令和４

年法律第 32 号）」のうち、マイナンバーカードと運転経歴証明書（※）の一体化

に関する改正規定が令和７年３月 24日から施行され、これにより、警察におい

て、運転経歴情報記録個人番号カード（以下「マイナ経歴証明書」という。）の

運用が開始されたことを踏まえ、デジタル庁・総務省・警察庁より、大臣官房参

事官（交通産業）を通じて別添１のとおり周知依頼があったことから、管内の一

般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自

動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者並びに交通空白地有償運送を行

っている自家用有償旅客運送者に下記事項を周知されたい。 

なお、マイナ経歴証明書の活用促進については、別添２のとおり、各都道府県

及び各指定都市を通じ、運転経歴証明書の保有者に対する割引等のサービスを

提供している事業者に対して周知が行われていることを申し添える。 

※運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方が受けることのできる証明書。 

 

記 

 

〇マイナ経歴証明書が提示された場合にも、運転経歴証明書本体が提示された

場合と同様に、割引等のサービスを提供すること。 

 

○マイナ経歴証明書の運用開始をもって、運転経歴証明書が交付済みであるこ

とを表示するシール（以下「運転経歴証明書交付済シール」という。）の交付

が中止されたが、これまでに交付された運転経歴証明書交付済シールをカー

ドケースに貼付したマイナンバーカードが提示された場合も、引き続き従来

と同様の対応をすること。 

以上 



事 務 連 絡 

令和７年６月９日 
 

総合政策局モビリティサービス推進課長 

鉄 道 局 鉄 道 サ ー ビ ス 政 策 室 長 

物 流 ・ 自 動 車 局 旅 客 課 長 

海 事 局 内 航 課 長 

航空局航空ネットワーク部航空事業課長 

 

大臣官房参事官（交通産業） 

 

運転経歴情報記録個人番号カードの活用促進について（依頼） 

 

標記の件について、デジタル庁・総務省・警察庁より、下記のとおり周知依頼

があったことから、関係団体及び交通事業者に対し周知徹底されたい。 

 

記 

 

 令和４年４月 27 日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律（令和４年

法律第 32 号）」のうち、マイナンバーカードと運転経歴証明書（※）の一体化に

関する改正規定が令和７年３月 24 日から施行され、これにより、警察において、

運転経歴情報記録個人番号カード（以下「マイナ経歴証明書」という。）の運用

が開始された。 
※運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方が受けることのできる証明書。 

ついては、マイナ経歴証明書が提示された場合にも、運転経歴証明書本体が提

示された場合と同様に、割引等のサービスをご提供いただくよう、交通事業者へ

の周知徹底をお願いする。 

また、マイナ経歴証明書の運用開始をもって、運転経歴証明書が交付済みであ

ることを表示するシール（以下「運転経歴証明書交付済シール」という。）の交

付が中止されたが、これまでに交付された運転経歴証明書交付済シールをカード

ケースに貼付したマイナンバーカードが提示された場合も、引き続き従来と同様

の対応をしていただくよう、交通事業者へ要請いただきたい。 

なお、マイナ経歴証明書の活用促進については、別添のとおり、各都道府県及

び各指定都市を通じ、運転経歴証明書の保有者に対する割引等のサービスを提供

している事業者に対して周知が行われているが、今般、交通事業者に対する周知

徹底の観点から、国土交通省に対して交通事業者への周知依頼があったものであ

る。 

【担当】 

総合政策局参事官（交通産業）室 

 善福 （内線 54-905） 

 福田 （内線 54-708） 

大脊戸（内線 54-813） 
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デ 国 第 2 0 4 号

総 行 マ 第 1 3 号

警察庁丁運発第 54 号

令和７年３月 11 日

各都道府県社会保障・税番号制度担当部長 殿

各指定都市社会保障・税番号制度担当局長 殿

各都道府県交通担当部長  殿

各指定都市交通担当局長 殿

デ ジ タ ル 庁 統 括 官 付 参 事 官

総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長

警 察 庁 交 通 局 運 転 免 許 課 長

（ 公 印 省 略 ）

運転経歴情報記録個人番号カードの活用促進について（依頼）

平素より、マイナンバーカードの普及及び利活用の促進にご協力いただき、あり

がとうございます。

さて、令和４年４月 27日に公布された道路交通法の一部を改正する法律（令和４

年法律第 32号）のうち、マイナンバーカードと運転経歴証明書の一体化に関する改

正規定が、令和７年３月 24日から施行され、これにより、警察において、運転経歴

情報記録個人番号カード（以下「マイナ経歴証明書」という。）の運用を開始するこ

ととなりました。

ついては、これまで交通等様々な業種における多くの事業者に、運転経歴証明書

の保有者に対する割引等のサービスをご提供いただいているところ、マイナ経歴証

明書の活用促進のため、こうした事業者に対し、マイナ経歴証明書が提示された場

合にも、運転経歴証明書本体が提示された場合と同様に、割引等のサービスを御提

供いただくよう、貴都道府県及び管内市区町村の担当部局を通じて、別添チラシに

当該部局の連絡先を追記し活用するなどの方法により周知の上、要請していただき

ますようお願いいたします。

 なお、マイナ経歴証明書は、外観から運転経歴情報の記録の有無が判別できない

ことから、マイナ経歴証明書を事業者に提示する場合には、スマートフォン等にイ

ンストールした専用の読み取りアプリを使用し、マイナ経歴証明書内の運転経歴情

報をスマートフォン等の画面に表示させ、マイナ経歴証明書本体と一緒に提示する

よう警察庁等より利用者に周知する予定です。

また、現在運用中の「運転経歴証明書交付済シール」については、マイナ経歴証明

書の運用開始をもって、新たなシールの交付は中止することとしますが、これまで

に交付されたシールをカードケースに貼付したマイナンバーカードが提示された場

合は、引き続き従来と同様の対応をしていただくことについても、併せて要請して

いただきますよう、よろしくお願いいたします。    

【連絡先】

警察庁運転免許課（担当：岡田）

電話：03-3581-0141（代表）内線：5327
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マイナ経歴証明書を提示した利用者には、
運転経歴証明書本体が提示された場合と同様に、割引等の
サービスをご提供いただきますよう、お願いいたします。

「マイナ経歴証明書」のご案内

２

① スマートフォン等に専用の読み取りアプリをインストール
② アプリを起動してマイナ経歴証明書をかざす
③ 運転経歴情報が画面に表示される
④ マイナ経歴証明書と一緒に、③の画面を提示

令和７年３月24日から、マイナンバーカードと運転経歴証明書を

一体化した「マイナ経歴証明書」の申請ができるようになりました。

※ 提示を受けた際は、マイナ経歴証明書とスマートフォン等の画面に表示さ
れている運転経歴情報の氏名等が同一であることをご確認ください。

運転経歴証明書の保有者の方に
サービスをご提供されている事業者の皆様へ

※ マイナ経歴証明書の券面に運転経歴情報の記録の有無は表示されません。

ＩＣチップに
運転経歴情報が
記録されます。

※ この使用（提示）方法は、警察での申請時に利用者に周知します。

マイナ経歴証明書の使用（提示）方法

番号 花子

１２３４５６７８

「運転経歴証明書が交付済みであることを表示するシール」について

マイナ経歴証明書の開始をもってシールの交付を中止しますが、これま
でに交付済みのシールをカードケースに貼付したマイナンバーカードが
提示された場合は、引き続き従来と同様の対応をしていただきますよう、
併せてお願いいたします。


